
令和３年１０月土木工事標準積算基準書 主な改定内容 

 

 

〈 工事 〉 

（１）土木工事標準歩掛 

   土木工事標準歩掛は、実態調査の結果を踏まえ、新規工種の制定及び既存制定工種を

改定する。 

  １）日当たり施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種【８工種】 

   ①軟弱地盤処理工（高圧噴射攪拌工）、②鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハ

ンマ工）、③ニューマチックケーソン工、④ポストテンション桁製作工、⑤ＰＣ橋架

設工、⑥ポストテンション場所打ホロースラブ橋工、⑦ポストテンション場所打箱桁

橋工、⑧公園植栽工 

 

（２）建設機械等損料算定表 

   実態調査を踏まえ、建設機械等損料算定表を改定する。 

 

（３）施工パッケージ関係 

   物価変動に関する標準単価の見直し等により、新規工種の制定及び施工パッケージ歩

掛を改定する。 

１）新規制定【１工種】 

 ①土工（砂防）（ＩＣＴ） 

  ２）日当たり施工量、労務、資機材等を改定する工種【１４工種】 

   ①床掘工、②人力運搬工、③人工張芝工、④場所打擁壁工(１)、⑤排水構造物工、⑥

サンドマット工、⑦構造物とりこわし工、⑧吸出し防止材設置工、⑨消波根固めブロ

ック工(ブロック撤去)、⑩砂防ソイルセメント工、⑪車止めポスト設置工、⑫防雪柵

現地張出し・収納工、⑬落下物等防止柵設置工、⑭情報ボックス工 

 

（４）電気通信編 

   電気通信に関する標準歩掛等は、実態調査の結果を踏まえ、新規工種を制定する。 

  １）歩掛制定【１工種】 

   ①簡易型交通量計測装置設置工 

   

 

積算基準の改定 

 



（５）機械設備編 

   機械設備積算基準に関する標準歩掛は、実態調査の結果を踏まえ、既存制定工種を改

定する。 

  １）歩掛等改定【２工種】 

   ①消融雪設備、②塗装 

  ２）施工箇所点在型の制定 


